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(57)【要約】
【課題】　簡単な構成のシステムで複数の携帯電話番号
を使用した着発信を１台の携帯端末装置で行えるように
する。
【解決手段】　ゲートウェイ端末装置は、携帯電話通信
網の電話番号を使用した送受信が可能に設定され、携帯
電話番号を使用してやりとりされる音声通信のデータと
、サーバー装置との間でやりとりされるＶｏＩＰデータ
とを相互に変換する手段を備え、携帯端末装置は、音声
の入出力手段、音声の入出力手段で使用される音声デー
タとサーバー装置との間でやりとりされるＶｏＩＰデー
タとを相互に変換する手段を備え、サーバー装置は、ゲ
ートウェイ端末装置の電話番号についての情報と携帯端
末装置についての情報とを関連付けた関連付け情報を格
納する手段、及びゲートウェイ端末装置又は携帯端末装
置から通信の要求があったとき、関連付け情報に基づい
てゲートウェイ端末装置及び携帯端末装置とを接続して
ＶｏＩＰデータの授受を行わせる手段を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話通信網を介して音声通信が可能であり、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が
可能なゲートウェイ端末装置と、前記ＩＰ通信網及び前記携帯電話通信網の少なくとも一
方を介してデータ通信が可能な携帯端末装置と、前記ＩＰ通信網を介してデータ通信が可
能なサーバー装置と、
　を備え、
　前記ゲートウェイ端末装置は、
　前記携帯電話通信網の携帯電話番号を使用した送受信が可能に設定され、
　前記携帯電話番号を使用してやりとりされる音声通信のデータと、ＶｏＩＰデータとを
相互に変換する手段を備え、
　前記携帯端末装置は、音声の入出力手段、及び前記音声の入出力手段で使用される音声
データとＶｏＩＰデータとを相互に変換する手段を備え、
　前記サーバー装置は、前記ゲートウェイ端末装置の電話番号についての情報と前記携帯
端末装置についての情報とを関連付けた関連付け情報を格納する手段、及び前記ゲートウ
ェイ端末装置又は前記携帯端末装置から通信の要求があったとき、前記関連付け情報に基
づいて前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置とを接続してＶｏＩＰデータの授
受を行わせる手段を備えることを特徴とする移動体通信転送システム。
【請求項２】
　携帯電話通信網を介して音声通信が可能であり、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が
可能なゲートウェイ端末装置と、
　前記ＩＰ通信網及び前記携帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通信が可能な
携帯端末装置と、前記ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能なサーバー装置と、
　を備え、
　前記ゲートウェイ端末装置は、
　１又は複数の携帯電話番号を保持する手段と、
　保持された前記携帯電話番号ごとに固有のゲートウェイ識別ＩＤを設定する手段と、
　前記携帯電話通信網を介して前記携帯電話番号を使用した音声通信を行う手段と、
　前記携帯電話番号を使用してやりとりされる音声通信のデータと、前記サーバー装置と
の間でやりとりされるＶｏＩＰデータとを相互に変換する手段と、
　前記サーバー装置との間でデータ通信を行う手段と、を備え、
　前記携帯端末装置は、
　音声を入力して音声データを出力する手段と、
　前記音声データに基づいて音声を出力する手段と、
　前記ゲートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識別ＩＤを設定する手段と、
　前記サーバー装置に接続を要求する手段と、
　前記音声データとＶｏＩＰデータとを相互に変換する手段と、
　前記サーバー装置との間でデータ通信を行う手段と、を備え、
　前記サーバー装置は、
　前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤとを関連付けて格納する手
段と、
　前記ゲートウェイ端末装置又は前記携帯端末装置から接続相手を指定しての接続要求が
あったとき、格納された前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤとを
参照して、接続する前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置を選択する手段と、
　選択した前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置の間でデータ通信を行う手段
と、を備える、
ことを特徴とする移動体通信転送システム。
【請求項３】
　前記ゲートウェイ端末装置には、携帯電話通信網用のＳＩＭカードを少なくとも１つ設
置可能なＳＩＭカードスロット、又は書き換え可能な少なくとも１つのｅＳＩＭを備える
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ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の移動体通信転送システム。
【請求項４】
　前記携帯端末装置は、アプリケーションをインストールしたスマートフォン、タブレッ
ト型コンピューター又は携帯型コンピューターであり、前記アプリケーションにより前記
サーバー装置との通信を実行すると共に、前記サーバー装置及び前記ゲートウェイ端末装
置の設定を変更することを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の移動体通信転送シス
テム。
【請求項５】
　携帯電話通信網の携帯電話番号に対応したゲートウェイ識別ＩＤが設定されたゲートウ
ェイ端末装置にＩＰ通信網を介してデータ通信が可能であり、且つ前記携帯電話番号に対
応するアプリケーション識別ＩＤが設定された携帯端末装置にＩＰ通信網及び携帯電話通
信網を介してデータ通信が可能なサーバー装置であって、
　前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤを関連付けて格納する手段
と、
　前記ゲートウェイ端末装置又は前記携帯端末装置から接続相手を指定しての接続要求が
あったとき、格納された前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤとを
参照して、接続する前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置を選択して接続する
手段と、
　選択した前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置の間でデータ通信を行う手段
と、
　を備えることを特徴とするサーバー装置。
【請求項６】
　前記サーバー装置は、前記ゲートウェイ端末装置との通信を行うゲートウェイ対応サー
バー部、前記携帯端末装置との通信を行うスマートフォンアプリ対応サーバー部、及び前
記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤを関連付けて格納し、接続する
前記ゲートウェイ端末装置と前記携帯端末装置とを決定する制御サーバー部とを備えるこ
とを特徴とする請求項５に記載のサーバー装置。
【請求項７】
　所望の個所に固定的に設置されたゲートウェイ端末装置であって、
　格納された電話番号にそれぞれ対応する固有のゲートウェイ識別ＩＤが設定され、
　通信可能な携帯電話番号を使用した携帯電話通信網に接続され音声通信を行う手段と、
　ＩＰ通信網に接続されデータ通信を行う手段と、
　通信可能な少なくとも１つの前記携帯電話番号を設定する手段と、
　音声通信のデータとＶｏＩＰデータとを相互に変換する手段と、を備えることを特徴と
するゲートウェイ端末装置。
【請求項８】
　携帯電話通信網用のＳＩＭカードを少なくとも１つ設置可能なＳＩＭカードスロット、
又は書き換え可能な少なくとも１つのｅＳＩＭを備えることを特徴とする請求項７に記載
のゲートウェイ端末装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体通信転送システム、サーバー装置、及びゲートウェイ端末装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、複数の携帯電話番号を選択的に使用して着信、発信をしようとする場合、複数
の携帯電話を所有する必要がある。しかし、複数台の携帯電話やスマートフォンを持ち運
んだり持ち替えて使用したりするのは煩雑である。また、通信の維持費が嵩むこととなる
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。
【０００３】
　また、１台の端末に２枚のＳＩＭカードを設置し、各ＳＩＭカードを用いて発信や着信
ができる（ＤＳＤＳ：デュアルＳＩＭ・デュアルスタンバイ）スマートフォンがある。し
かし、これに対応したスマートフォンを準備する必要があるし、このようなスマートフォ
ンは、電力の消費量が大きく使用可能な時間が短い傾向にある。
【０００４】
　このような事情に鑑み、複数の携帯電話番号での送受信を１台の通常の携帯端末装置、
例えばスマートフォンやタブレットＰＣで行うシステムが要望されている。
【０００５】
　従来、複数の電話番号への着信を他の電話機で受信する技術として、以下のものが提案
されている。
【０００６】
　特許文献１には、携帯端末交換システムは、無線携帯端末と構内交換機とが構内無線網
を介して、携帯電話通信カードと構内交換機とが公衆電話網及び携帯電話網を介して接続
されて構成され、無線携帯端末は、基本的には構内で使用する携帯端末であり、構内無線
通信によって構内交換機との通信を可能とするものであり、携帯電話通信カードは、部署
内又は担当者間で共用され、無線携帯端末のスロットに接続されることで携帯電話通信に
よって、構内交換機との通信を可能とし、構内交換機は、無線携帯端末ごとに内線番号や
携帯電話番号を記憶し、無線携帯端末への携帯電話通信カードの着脱に応じて、携帯電話
番号の登録又は抹消を行い、また、着信があった場合に、無線携帯端末の位置に応じて内
線番号又は携帯電話番号を用いて着信の転送を行うものが記載されている。
【０００７】
　また、特許文献２には、加入者網とのインタフェースとなる加入者網インタフェース部
と、インターネット網とのインタフェースとなるインターネット網インタフェース部と、
アナログ電話機とのインタフェースとなる電話機インタフェース部とが接続されるインタ
ーネット電話アダプタ装置であって、全体を制御する中央処理装置と、加入者網インタフ
ェース部とインターネット網インタフェース部とアナログ電話機との互いの接続を切り替
えるリレースイッチと、アナログ電話機への電話を外出先の携帯電話装置等の外部電話装
置へ転送するための転送ボタンと、外部電話装置の電話番号を記憶する転送先メモリと、
を有するものが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４６７９４５９号公報
【特許文献２】特開２００４－２５３９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上述した従来の技術は、予め設定された電話番号に着信した電話を受信するこ
とができるものの、ユーザーが使用を希望する１又は複数の携帯電話番号を使用しての受
信を実現することはできない。また、ユーザーが使用したい携帯電話番号からの発信を実
現することはできない。
【００１０】
　本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、簡単な構成のシステムで複数の携
帯電話番号への着信、複数の携帯電話番号からの発信を１台の携帯端末装置で行えるもの
とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するため請求項１に記載の発明は、携帯電話通信網を介して音声通信が
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可能であり、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が可能なゲートウェイ端末装置と、前記
ＩＰ通信網及び前記携帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通信が可能な携帯端
末装置と、前記ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能なサーバー装置と、を備え、前記ゲ
ートウェイ端末装置は、前記携帯電話通信網の携帯電話番号を使用した送受信が可能に設
定され、前記携帯電話番号を使用してやりとりされる音声通信のデータと、ＶｏＩＰデー
タとを相互に変換する手段を備え、前記携帯端末装置は、音声の入出力手段、及び前記音
声の入出力手段で使用される音声データとＶｏＩＰデータとを相互に変換する手段を備え
、前記サーバー装置は、前記ゲートウェイ端末装置の電話番号についての情報と前記携帯
端末装置についての情報とを関連付けた関連付け情報を格納する手段、及び前記ゲートウ
ェイ端末装置又は前記携帯端末装置から通信の要求があったとき、前記関連付け情報に基
づいて前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置とを接続してＶｏＩＰデータの授
受を行わせる手段を備えることを特徴とする移動体通信転送システムである。ここで、Ｖ
ｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）は、音声を各種符号化方式で符号化および圧縮
し、パケットに変換したものをＩＰ通信網でアルタイム伝送する技術である。
【００１２】
　本発明によれば、ゲートウェイ端末装置は携帯電話通信網を介して音声通信が可能であ
り、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が可能であり、携帯端末装置はＩＰ通信網及び携
帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通信が可能であり、更にサーバー装置は、
ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能である。また、ゲートウェイ端末装置は、携帯電話
通信網の電話番号を使用した送受信が可能に設定され、携帯電話番号を使用してやりとり
される音声通信のデータと、サーバー装置との間でやりとりされるＶｏＩＰデータとを相
互に変換できる。
【００１３】
　また、携帯端末装置は、音声の入出力手段、及び前記音声の入出力手段で使用される音
声データとサーバー装置との間でやりとりされるＶｏＩＰデータとを相互に変換する。そ
して、サーバー装置は、ゲートウェイ端末装置の電話番号についての情報と前記携帯端末
装置についての情報とを関連付けた関連付け情報を保持し、ゲートウェイ端末装置又は携
帯端末装置から通信の要求があったとき、関連付け情報に基づいてゲートウェイ端末装置
及び前記携帯端末装置とを接続してＶｏＩＰデータの授受を可能とする。
【００１４】
　よって、本発明によれば、ゲートウェイ端末装置における携帯電話番号への電話の着信
は、サーバー装置において関連付け情報に基づいて携帯端末装置に接続される。また、携
帯端末装置からの電話の発信は、サーバー装置において関連付け情報に基づいてゲートウ
ェイ端末装置に接続され所定の携帯電話番号から発信される。また、音声データとＶｏＩ
Ｐデータとはゲートウェイ端末装置及び携帯端末装置で相互に変換されるので、ＩＰ通信
網、携帯電話通信網のデータ通信により携帯端末装置とでやりとりされ音声による会話が
可能となる。
【００１５】
　同じく請求項２に記載の発明は、携帯電話通信網を介して音声通信が可能であり、且つ
ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能なゲートウェイ端末装置と、前記ＩＰ通信網及び前
記携帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通信が可能な携帯端末装置と、前記Ｉ
Ｐ通信網を介してデータ通信が可能なサーバー装置と、を備え、前記ゲートウェイ端末装
置は、１又は複数の携帯電話番号を保持する手段と、保持された前記携帯電話番号ごとに
固有のゲートウェイ識別ＩＤを設定する手段と、前記携帯電話通信網を介して前記携帯電
話番号を使用した音声通信を行う手段と、前記携帯電話番号を使用してやりとりされる音
声通信のデータと、前記サーバー装置との間でやりとりされるＶｏＩＰデータとを相互に
変換する手段と、前記サーバー装置との間でデータ通信を行う手段と、を備え、前記携帯
端末装置は、音声を入力して音声データを出力する手段と、前記音声データに基づいて音
声を出力する手段と、前記ゲートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識別ＩＤを
設定する手段と、前記サーバー装置に接続を要求する手段と、前記音声データとＶｏＩＰ
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データとを相互に変換する手段と、前記サーバー装置との間でデータ通信を行う手段と、
を備え、前記サーバー装置は、前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別Ｉ
Ｄとを関連付けて格納する手段と、前記ゲートウェイ端末装置又は前記携帯端末装置から
接続相手を指定しての接続要求があったとき、格納された前記ゲートウェイ識別ＩＤと前
記アプリケーション識別ＩＤとを参照して、接続する前記ゲートウェイ端末装置及び前記
携帯端末装置を選択する手段と、選択した前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装
置の間でデータ通信を行う手段と、を備える、ことを特徴とする移動体通信転送システム
である。
【００１６】
　本発明によれば、ゲートウェイ端末装置は携帯電話通信網を介して音声通信が可能であ
り、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が可能であり、携帯端末装置はＩＰ通信網及び携
帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通信が可能であり、更にサーバー装置は、
ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能である。また、ゲートウェイ端末装置は、１又は複
数の携帯電話番号を保持しており、設定された携帯電話番号ごとに固有のゲートウェイ識
別ＩＤが設定されている。ゲートウェイ端末装置は、携帯電話通信網を介して携帯電話番
号を使用した音声通信が可能であり、携帯電話番号を使用してなされる音声通信のデータ
をＶｏＩＰデータに変換することができる。また、ゲートウェイ端末装置は、サーバー装
置との間でデータ通信を行うことができる。
【００１７】
　更に、携帯端末装置は、音声を入力して音声データを出力し、音声データに基づいて音
声を出力することが可能であり、ゲートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識別
ＩＤが設定される。携帯端末装置は、サーバー装置に接続を要求し、音声データとＶｏＩ
Ｐデータとを相互に変換するものであり、サーバー装置との間でデータ通信を行う。
　更に、サーバー装置は、ゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとを関連付
けて格納しており、ゲートウェイ端末装置又は携帯端末装置から接続相手を指定しての接
続要求があったとき、格納されたゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤ
とを参照して、接続するゲートウェイ端末装置及び携帯端末装置を選択し、選択したゲー
トウェイ端末装置及び携帯端末装置の間でデータ通信を行う。
【００１８】
　よって、本発明によれば、ゲートウェイ端末装置の携帯電話番号あてに着信した電話は
、ゲートウェイ端末装置から携帯電話番号に対応したゲートウェイ識別ＩＤがサーバー装
置に転送され、サーバー装置でこのゲートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識
別ＩＤが判別する。このため、サーバー装置は、このアプリケーションＩＤで識別される
携帯端末装置に着信を転送することができる。また、携帯端末装置からは、アプリケーシ
ョン識別ＩＤを指定して電話を発信すると、サーバー装置により、このアプリケーション
識別ＩＤに対応するゲートウェイ識別ＩＤが識別され、対応するゲートウェイ端末装置に
接続されて対応する携帯電話番号から発信することができる。
【００１９】
　このとき、携帯電話通信網で使用される音声データは、ゲートウェイ端末装置でＶｏＩ
Ｐデータに変換され、ＩＰ通信網、携帯電話通信網のデータ通信により携帯端末装置とで
やりとりされ音声による会話が可能となる。なお、ＳＭＳ（short message service）の
データも同様に授受できる。
【００２０】
　同じく請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の移動体通信転送システ
ムにおいて、前記ゲートウェイ端末装置には、携帯電話通信網用のＳＩＭカードを少なく
とも１つ設置なＳＩＭカードスロット、又は書き換え可能な少なくとも１つのｅＳＩＭを
備えることを特徴とする。ここで、ｅＳＩＭ（Embedded Subscriber Identity Module)は
、リモート操作で通信事業者や携帯電話番号の切り替えができる組み込み用SIMのことを
いう。ＳＩＭカードを交換することなく、携帯電話番号を変更することができる。
【００２１】
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　本発明によれば、ゲートウェイ端末装置のＳＩＭカードスロットには１又は複数のＳＩ
Ｍカードを配置でき、又は、書き換え可能な少なくとも１又は複数のｅＳＩＭを備えるの
で、ゲートウェイ端末装置に所望の携帯電話番号を設定でき、これらを使用した音声通信
を利用できる。
【００２２】
　同じく請求項４に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の移動体通信転送システ
ムにおいて、前記携帯端末装置は、アプリケーションをインストールしたスマートフォン
、タブレット型コンピューター又は携帯型コンピューターであり、前記アプリケーション
により前記サーバー装置との通信を実行すると共に、前記サーバー装置及び前記ゲートウ
ェイ端末装置の設定を変更することを特徴とする。
【００２３】
　本発明によれば、携帯端末装置として、アプリケーションをインストールしたスマート
フォン、タブレット型コンピューター又は携帯型コンピューターを使用することができる
。そして、アプリケーションによりサーバー装置との通信を実行すると共に、サーバー装
置及び前記ゲートウェイ端末装置の設定を変更することができる。
【００２４】
　同じく請求項５に記載の発明は、携帯電話通信網の携帯電話番号に対応したゲートウェ
イ識別ＩＤが設定されたゲートウェイ端末装置にＩＰ通信網を介してデータ通信が可能で
あり、且つ前記携帯電話番号に対応するアプリケーション識別ＩＤが設定された携帯端末
装置にＩＰ通信網及び携帯電話通信網を介してデータ通信が可能なサーバー装置であって
、前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤを関連付けて格納する手段
と、前記ゲートウェイ端末装置又は前記携帯端末装置から接続相手を指定しての接続要求
があったとき、格納された前記ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤと
を参照して、接続する前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置を選択して接続す
る手段と、選択した前記ゲートウェイ端末装置及び前記携帯端末装置の間でデータ通信を
行う手段と、を備えることを特徴とするサーバー装置である。
【００２５】
　本発明によれば、サーバー装置は、ゲートウェイ端末装置のゲートウェイ識別ＩＤと、
携帯端末装置のアプリケーション識別ＩＤとが対応した格納され、ゲートウェイ端末装置
又は携帯端末装置からの接続要求があったときは、格納されたゲートウェイ識別ＩＤとア
プリケーション識別ＩＤとを参照して、接続するゲートウェイ端末装置及び携帯端末装置
を選択して接続し、データ通信を行わせることができる。
【００２６】
　同じく請求項６に記載の発明は、請求項５に記載のサーバー装置において、前記サーバ
ー装置は、前記ゲートウェイ端末装置との通信を行うゲートウェイ対応サーバー部、前記
携帯端末装置との通信を行うスマートフォンアプリ対応サーバー部、及び前記ゲートウェ
イ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤを関連付けて格納し、接続する前記ゲートウ
ェイ端末装置と前記携帯端末装置とを決定する制御サーバー部とを備えることを特徴とす
る。
【００２７】
　本発明によれば、サーバー装置は、ゲートウェイ端末装置との通信を行うゲートウェイ
対応サーバー部と、携帯端末装置との通信を行う携帯端末対応サーバー部と、ゲートウェ
イ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤを関連付けて格納し、接続するゲートウェイ
端末装置と携帯端末装置とを決定する制御サーバー部とを備えている。
【００２８】
　これら３つのサーバー部は異なる装置としてＩＰ通信網に配置することができる他、１
台のサーバー装置に機能をまとめることができる。更に、ゲートウェイ端末装置と一体の
装置として構成することができる。
【００２９】
　同じく請求項７に記載の発明は、所望の個所に固定的に設置されたゲートウェイ端末装
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置であって、格納された電話番号にそれぞれ対応する固有のゲートウェイ識別ＩＤが設定
され、通信可能な携帯電話番号を使用した携帯電話通信網に接続され音声通信を行う手段
と、ＩＰ通信網に接続されデータ通信を行う手段と、通信可能な少なくとも１つの前記携
帯電話番号を設定する手段と、音声通信のデータとＶｏＩＰデータとを相互に変換する手
段と、を備えることを特徴とするゲートウェイ端末装置である。
【００３０】
　本発明によれば、ゲートウェイ端末装置は、格納された電話番号にそれぞれ対応する固
有のゲートウェイ識別ＩＤが設定され、通信可能な携帯電話番号を使用した携帯電話通信
網に接続され音声通信を行い、ＩＰ通信網に接続されデータ通信を行い、通信可能な少な
くとも１つの前記携帯電話番号を設定可能であり、携帯電話番号を使用してなされる音声
通信のデータをＶｏＩＰデータに変換する。
【００３１】
　同じく請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のゲートウェイ端末装置において、携
帯電話通信網用のＳＩＭカードを少なくとも１つ設置可能なＳＩＭカードスロット、又は
書き換え可能な少なくとも１つのｅＳＩＭを備えることを特徴とする。
【００３２】
　本発明によれば、ゲートウェイ端末装置は、１又は複数のＳＩＭカードスロット又は、
１又は複数の移動体番号を変更可能に設定できるｅＳＩＭを備える。これにより、１台の
ゲートウェイ端末装置に複数の携帯電話番号を設定し、これらの携帯電話番号を使用して
音声通信を行うことができる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、簡単なシステムで複数の携帯電話番号への着信、及び複数の携帯電話
番号からの発信を１台の携帯端末装置で行うことができる。
【００３４】
　即ち、請求項１に係る移動体通信転送システムによれば、ゲートウェイ端末装置は携帯
電話通信網を介して音声通信が可能であり、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が可能で
あり、携帯端末装置はＩＰ通信網及び携帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通
信が可能であり、更にサーバー装置は、ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能である。ま
た、ゲートウェイ端末装置は、携帯電話通信網の電話番号を使用した送受信が可能に設定
され、携帯電話番号を使用してやりとりされる音声通信のデータと、サーバー装置との間
でやりとりされるＶｏＩＰデータとを相互に変換できる。
【００３５】
　また、携帯端末装置は、音声の入出力手段、及び前記音声の入出力手段で使用される音
声データとサーバー装置との間でやりとりされるＶｏＩＰデータとを相互に変換する。そ
して、サーバー装置は、ゲートウェイ端末装置の電話番号についての情報と前記携帯端末
装置についての情報とを関連付けた関連付け情報を保持し、ゲートウェイ端末装置又は携
帯端末装置から通信の要求があったとき、関連付け情報に基づいてゲートウェイ端末装置
及び前記携帯端末装置とを接続してＶｏＩＰデータの授受を可能とする。
【００３６】
　よって、本発明によれば、ゲートウェイ端末装置における携帯電話番号への電話の着信
は、サーバー装置において関連付け情報に基づいて携帯端末装置に接続される。また、携
帯端末装置からの電話の発信は、サーバー装置において関連付け情報に基づいてゲートウ
ェイ端末装置に接続され所定の携帯電話番号から発信される。また、音声データとＶｏＩ
Ｐデータとはゲートウェイ端末装置及び携帯端末装置で相互に変換される。このため、Ｉ
Ｐ通信網、携帯電話通信網のデータ通信により携帯端末装置とでやりとりされ音声による
会話が可能となり、簡単なシステムで複数の携帯電話番号への着信、及び複数の携帯電話
番号からの発信を１台の携帯端末装置で行うことができる。
【００３７】
　請求項２に記載の移動体通信転送システムによれば、ゲートウェイ端末装置は携帯電話
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通信網を介して音声通信が可能であり、且つＩＰ通信網を介してデータ通信が可能であり
、携帯端末装置はＩＰ通信網及び携帯電話通信網の少なくとも一方を介してデータ通信が
可能であり、更にサーバー装置は、ＩＰ通信網を介してデータ通信が可能である。
　また、ゲートウェイ端末装置は、１又は複数の携帯電話番号を保持しており、設定され
た携帯電話番号ごとに固有のゲートウェイ識別ＩＤが設定されている。ゲートウェイ端末
装置は、携帯電話通信網を介して携帯電話番号を使用した音声通信が可能であり、携帯電
話番号を使用してなされる音声通信のデータをＶｏＩＰデータに変換することができる。
また、ゲートウェイ端末装置は、サーバー装置との間でデータ通信を行うことができる。
【００３８】
　更に、携帯端末装置は、音声を入力して音声データを出力し、音声データに基づいて音
声を出力することが可能であり、ゲートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識別
ＩＤが設定される。携帯端末装置は、サーバー装置に接続を要求し、音声データとＶｏＩ
Ｐデータとを相互に変換するものであり、サーバー装置との間でデータ通信を行う。
【００３９】
　そして、サーバー装置は、ゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとを関連
付けて格納しており、ゲートウェイ端末装置又は携帯端末装置から接続相手を指定しての
接続要求があったとき、格納されたゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別Ｉ
Ｄとを参照して、接続するゲートウェイ端末装置及び携帯端末装置を選択し、選択したゲ
ートウェイ端末装置及び携帯端末装置の間でデータ通信を行う。
【００４０】
　よって、本発明によれば、ゲートウェイ端末装置の携帯電話番号あてに着信した第三者
の電話からの着信は、ゲートウェイ端末装置から携帯電話番号に対応したゲートウェイ識
別ＩＤがサーバー装置に転送され、サーバー装置でこのゲートウェイ識別ＩＤに対応する
アプリケーション識別ＩＤが判別する。このため、サーバー装置は、このアプリケーショ
ンＩＤで識別される携帯端末装置に着信を転送することができる。
【００４１】
　また、携帯端末装置からは、アプリケーション識別ＩＤを指定して第三者の電話５０を
発信すると、サーバー装置により、このアプリケーション識別ＩＤに対応するゲートウェ
イ識別ＩＤが識別され、対応するゲートウェイ端末装置に接続されて対応する携帯電話番
号からこの第三者の電話番号に電話を発信することができる。
【００４２】
　このとき、携帯電話通信網で使用される音声データは、ゲートウェイ端末装置でＶｏＩ
Ｐデータに変換され、ＩＰ通信網、携帯電話通信網のデータ通信により携帯端末装置とで
やりとりされ音声による会話が可能となる。よって、複数の携帯電話番号を使用した第三
者の電話との音声通信を１台の携帯端末装置で行うことができる。
【００４３】
　また、請求項３に記載の移動体通信転送システムによれば、ゲートウェイ端末装置のＳ
ＩＭカードスロットには１又は複数のＳＩＭカードを配置でき、又は、書き換え可能な少
なくとも１又は複数のｅＳＩＭを備えるので、ゲートウェイ端末装置に所望の携帯電話番
号を設定でき、これらを使用した音声通信を利用できる。よって、ゲートウェイ端末装置
には所望の携帯電話番号を設定でき、これらを自由に変更することができる。そして、携
帯電話番号を使用した第三者の電話との音声通信を行うことができる。
【００４４】
　また、請求項４に記載の移動体通信転送システムによれば、携帯端末装置として、制御
アプリケーションをインストールしたスマートフォン、タブレット型コンピューター又は
携帯型コンピューターを使用することができる。そして、制御アプリケーションによりサ
ーバー装置との通信を実行すると共に、サーバー装置及び前記ゲートウェイ端末装置の設
定を変更することができる。
【００４５】
　また、請求項５に記載のサーバー装置によれば、サーバー装置は、ゲートウェイ端末装
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置のゲートウェイ識別ＩＤと、携帯端末装置のアプリケーション識別ＩＤとが対応した格
納され、ゲートウェイ端末装置又は携帯端末装置からの接続要求があったときは、格納さ
れたゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとを参照して、接続するゲートウ
ェイ端末装置及び携帯端末装置を選択して接続し、データ通信を行わせることができる。
【００４６】
　また、請求項６に記載のサーバー装置によれば、サーバー装置は、ゲートウェイ端末装
置との通信を行うゲートウェイ対応サーバー部と、携帯端末装置との通信を行う携帯端末
対応サーバー部と、ゲートウェイ識別ＩＤと前記アプリケーション識別ＩＤを関連付けて
格納し、接続するゲートウェイ端末装置と携帯端末装置とを決定する制御サーバー部とを
備えている。よって、必要に応じて各部を分割して配置したり、統合して配置することが
でき運用を柔軟に行うことができる。
【００４７】
　更に、請求項７に記載のゲートウェイ端末装置によれば、ゲートウェイ端末装置は、格
納された電話番号にそれぞれ対応する固有のゲートウェイ識別ＩＤが設定され、通信可能
な携帯電話番号を使用した携帯電話通信網に接続され音声通信を行い、ＩＰ通信網に接続
されデータ通信を行い、通信可能な少なくとも１つの前記携帯電話番号を設定可能であり
、携帯電話番号を使用してなされる音声通信のデータをＶｏＩＰデータに変換する。これ
により、簡単な構成のゲートウェイ端末装置により、携帯電話番号に接続された第三者の
携帯電話と携帯端末装置との音声通信が可能とすることができる。
【００４８】
　そして、請求項８に記載のゲートウェイ端末装置によれば、ゲートウェイ端末装置は、
１又は複数のＳＩＭカードスロット又は、１又は複数の移動体番号を変更可能に設定でき
るｅＳＩＭを備える。これにより、１台のゲートウェイ端末装置に複数の携帯電話番号を
設定し、これらの携帯電話番号を使用して音声通信を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の実施形態に係る移動体通信転送システムの全体構成を示すブロック図で
ある。
【図２】同移動体通信転送システムにおけるゲートウェイ端末装置の構成を示すブロック
図である。
【図３】同移動体通信転送システムにおけるサーバー装置の構成を示すブロック図である
。
【図４】同サーバー装置が格納したゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤと
の対応の一例を示す表である。
【図５】同移動体通信転送システムにおける携帯端末装置であるスマートフォンの構成を
示すブロック図である。
【図６】同移動体通信転送システムにおける処理を示すものであり、（ａ）は準備登録処
置を示すフローチャート、（ｂ）はゲートウェイ端末装置への着信をスマートフォンに転
送する処理を示すフローチャートである。
【図７】同移動体通信転送システムにおけるスマートフォンからの発信処理を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　本発明を実施するための形態に係る移動体通信転送システム、サーバー装置、及びゲー
トウェイ端末装置について説明する。以下、移動体通信転送システム１０について説明す
る。
【００５１】
＜移動体通信転送システム１０の全体構成＞
　まず、実施形態に係る移動体通信転送システムの全体構成について説明する。図１は本
発明の実施形態に係る移動体通信転送システム１０の全体構成を示すブロック図である。
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図１に示すように、本発明の実施形態に係る移動体通信転送システム１０は、ゲートウェ
イ端末装置１００と、サーバー装置２００と、携帯端末装置であるスマートフォン６００
とを備えて構成される。
【００５２】
　ゲートウェイ端末装置１００は、本移動体通信転送システム１０の利用者であるユーザ
ーが所望の個所、例えば自宅や自己のオフィスに設置する。ゲートウェイ端末装置１００
は、ＩＰ通信網であるインターネット２０に接続され、ＶｏＩＰデータを含むデータ通信
が可能である、また、ゲートウェイ端末装置１００は、移動体通信網である携帯電話通信
網３０に接続される。携帯電話通信網３０には交換機・基地局４０が配置されており、携
帯電話や固定電話である第三者の電話５０との音声通信等が可能である。なお、電話５０
が固定電話である場合は、固定電話回線網７０から携帯電話通信網３０に接続され、ゲー
トウェイ端末装置１００に接続される。
【００５３】
　サーバー装置２００は、本移動体通信転送システム１０の管理者、例えばサービス提供
業者が所定の個所に設置する。本実施形態では、ゲートウェイ端末装置１００は、ゲート
ウェイ対応サーバー部３００、制御サーバー部４００、スマートフォンアプリ対応サーバ
ー部５００を備える。
【００５４】
　サーバー装置２００は、インターネット２０に接続され、ゲートウェイ端末装置１００
とのデータ通信が可能である。またサーバー装置２００は、インターネット２０又は携帯
電話通信網３０を介してスマートフォン６００とデータ通信が可能である。
【００５５】
　スマートフォン６００は、本移動体通信転送システム１０の使用者であるユーザーが管
理するものを使用する。スマートフォン６００には、サーバー装置２００との通信及び移
動体通信転送システム１０を利用するためのアプリケーションであるスマートフォンアプ
リケーション７００がインストールされている。スマートフォン６００は、携帯電話通信
網３０及び基地局４０、又は無線ＬＡＮルーター６０を介してインターネット２０に接続
され、サーバー装置２００とのデータ通信が可能である。
【００５６】
＜ゲートウェイ端末装置１００＞
　以下、ゲートウェイ端末装置１００について説明する。図２は同移動体通信転送システ
ムにおけるゲートウェイ端末装置１００の構成を示すブロック図である。ゲートウェイ端
末装置１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access Memory
）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid State D
rive）等を備えたコンピューターとして構成されている。ゲートウェイ端末装置１００は
、ＣＰＵにソフトウエアを処理させることにより、及び他のハードウエアを備えることに
より以下の各部の機能を実現する。
【００５７】
　図２に示すように、ゲートウェイ端末装置１００には、制御部１１０、携帯電話網通信
部１２０、ＩＰ通信網通信部１３０、移動体番号設置部であるＳＩＭカードスロット１４
０、音声データ変換部１５０、転送処理部１６０、及びゲートウェイ識別ＩＤ登録処理部
１７０を備える。
【００５８】
　制御部１１０はゲートウェイ端末装置１００の処理を統括する。携帯電話網通信部１２
０は、携帯電話通信網３０と間の通信処理を行い、公知の通信手順により、ゲートウェイ
端末装置１００と第三者の電話５０との音声通信を行う。
【００５９】
　ＩＰ通信網通信部１３０は、インターネット２０との通信処理を行い、公知の通信手順
により、インターネット２０を介してサーバー装置２００のゲートウェイ対応サーバー部
３００とのデータ通信を行う。
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【００６０】
　ＳＩＭカードスロット１４０は、固有の携帯電話番号（移動体通信番号）が割り振られ
た１枚又は複数枚、例えば２枚のＳＩＭカード１４１、１４２が挿入されている。この例
ではＳＩＭカードを２枚としたが、ＳＩＭカードは１枚又は３枚以上でもよい。ＳＩＭカ
ードスロット１４０に代えて、ＳＩＭカードを差し替えることなく、外部から携帯電話番
号を変更可能に設定できる「ｅＳＩＭ」を備えることができる。
【００６１】
　ＳＩＭカードスロット１４０には所望のキャリアや携帯電話番号のＳＩＭカードを挿入
できる。よって、ＳＩＭカードとして移動体通信事業者（ＭＮＯ）のものや、仮想移動体
通信事業者（ＭＶＮＯ）のもの（いわゆる格安ＳＩＭ）を使用することができる。これに
より、通信料金を安価にすることができる。
【００６２】
　音声データ変換部１５０は、携帯電話通信網３０における音声データと、ＩＰ電話で使
用されるＶｏＩＰデータとを相互に変換する。これにより、第三者の電話５０と、ユーザ
ーが使用するスマートフォン６００とサーバー装置２００を介しての通話が可能となる。
【００６３】
　転送処理部１６０は、携帯電話網通信部１２０とＩＰ通信網通信部１３０との間のデー
タ転送を行う。
【００６４】
　ゲートウェイ識別ＩＤ登録処理部１７０は、ＳＩＭカードスロット１４０に設定された
ＳＩＭカードの携帯電話番号に対応するゲートウェイ端末装置１００のゲートウェイ識別
ＩＤが登録される。１つの携帯電話番号に対して１つのゲートウェイ識別ＩＤが付与され
る。このため、２つのＳＩＭカードを配置したゲートウェイ端末装置１００には２つのゲ
ートウェイ識別ＩＤが付与される。例えば携帯電話番号「090aaaaaaa」に対してゲートウ
ェイ識別ＩＤ「000001」、携帯電話番号「090bbbbbbbb」に対してゲートウェイ識別ＩＤ
「000002」が設定される。
【００６５】
　なお、ゲートウェイ端末装置１００の設定は、ゲートウェイ端末装置１００を設置した
ユーザーが使用するスマートフォン６００でスマートフォンアプリケーション７００を使
用して行う。ユーザーはゲートウェイ端末装置１００のＳＩＭカードスロット１４０にＳ
ＩＭカードを挿入した後、スマートフォン６００を使用してゲートウェイ対応サーバー部
３００に登録を行う。
【００６６】
＜サーバー装置２００＞
　次にサーバー装置２００について説明する。図３は同移動体通信転送システムにおける
サーバー装置２００の構成を示すブロック図である。サーバー装置２００は、上述のよう
にゲートウェイ対応サーバー部３００、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００、及
び制御サーバー部４００を備える。本例では各部は１台のサーバー装置２００に統合され
ている。なお、各部は独立したサーバー装置として配置することができる。
【００６７】
　サーバー装置２００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Access
 Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）、ＳＳＤ（Solid 
State Drive）等を備えたコンピューターとして構成されている。サーバー装置２００で
は、ＣＰＵにソフトウエアを処理させることにより、及び他の個別のハードウエアを備え
ることにより以下の各部の機能を実現する。
【００６８】
　ゲートウェイ対応サーバー部３００について説明する。ゲートウェイ対応サーバー部３
００は、通信処理部３１０と、ゲートウェイ識別ＩＤ処理部３２０とを備える。通信処理
部３１０は、ゲートウェイ端末装置１００、ゲートウェイ対応サーバー部３００、スマー
トフォンアプリ対応サーバー部５００との間の通信を行う。
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【００６９】
　ゲートウェイ識別ＩＤ処理部３２０は、ゲートウェイ端末装置１００からゲートウェイ
識別ＩＤを受けたとき、制御サーバー部４００の指示のもと、スマートフォンアプリ対応
サーバー部５００に、受信したゲートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識別Ｉ
Ｄを保持するスマートフォン６００に接続を指示する。
【００７０】
　制御サーバー部４００は、転送処理部４１０と、識別ＩＤ処理部４２０と、識別ＩＤ格
納部４３０とを備える。
【００７１】
　転送処理部４１０は、ゲートウェイ対応サーバー部３００及び制御サーバー部４００と
の間のデータ転送を処理する。また、識別ＩＤ格納部４３０を参照して接続すべきゲート
ウェイ識別ＩＤ及びアプリケーション識別ＩＤをゲートウェイ対応サーバー部３００及び
スマートフォンアプリ対応サーバー部５００に指示する。
【００７２】
　識別ＩＤ処理部４２０は、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００から転送された
ゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとを一対一に対応付け、識別ＩＤ格納
部４３０に格納する。また、識別ＩＤ処理部４２０は、ゲートウェイ識別ＩＤ又はアプリ
ケーション識別ＩＤが参照されたとき、対応するアプリケーション識別ＩＤ又はゲートウ
ェイ識別ＩＤを出力する。
【００７３】
　識別ＩＤ格納部４３０には、ゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとが一
対一に関連付けられて格納されている。図４は同サーバー装置が格納したゲートウェイ識
別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとの対応の一例を示す表である。識別ＩＤ格納部４３
０には、ゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとが格納されている。表中の
「ゲートウェイ端末」「ＳＩＭ番号」「スマートフォン」の欄は参考のために表示してい
るだけであり、識別ＩＤ格納部４３０には格納されていない。このため、識別ＩＤ格納部
４３０には、ゲートウェイ端末装置１００に挿入されているＳＩＭカードの携帯電話番号
は格納されておらず、サーバー装置２００ではＳＩＭカードの携帯電話番号を処理するこ
とがなく、処理が迅速に行える。
【００７４】
　この例では、ゲートウェイ端末＃１には、３つＳＩＭカードが挿入され、３つ携帯電話
番号「090aaaaaaa」「090bbbbbbbb」「090cccccccc」にそれぞれゲートウェイ識別ＩＤと
して「0000001」「0000002」「0000003」が付与され、そして、各ゲートウェイ識別ＩＤ
に後述するアプリケーション識別ＩＤとして「1000001」「1000002」「1000003」が対応
して格納されていることがわかる。同様に他のゲートウェイ端末＃２、＃３に対してもゲ
ートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとが対応して格納されている。
【００７５】
　スマートフォンアプリ対応サーバー部５００は、通信処理部５１０と、アプリケーショ
ン識別ＩＤ処理部５２０とを備える。
【００７６】
　通信処理部５１０は、スマートフォン６００、ゲートウェイ対応サーバー部３００及び
制御サーバー部４００との間におけるデータ転送を処理する。
【００７７】
　アプリケーション識別ＩＤ処理部５２０は、スマートフォン６００からのアプリケーシ
ョン識別ＩＤを受けたとき制御サーバー部４００からこのアプリケーション識別ＩＤに対
応するゲートウェイ識別ＩＤを取得し、どのゲートウェイ端末装置１００のどのＳＩＭカ
ードを使用して第三者の電話５０に接続するかの指示を受け、ゲートウェイ対応サーバー
部３００にどのゲートウェイ端末装置１００に接続するかを指示する。
【００７８】
＜スマートフォン６００及びスマートフォンアプリケーション７００＞
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　次に携帯端末装置であるスマートフォン６００と、このスマートフォン６００にインス
トールされているスマートフォンアプリケーション７００について説明する。以下スマー
トフォンアプリケーション７００を含めてスマートフォン６００ということがある。図５
は同移動体通信転送システムの携帯端末装置であるスマートフォン６００の構成を示すブ
ロック図である。本例では携帯端末装置としてスマートフォン６００にスマートフォンア
プリケーション７００をインストールして使用する例を示している。なお、携帯端末装置
としてはスマートフォン以外にスマートフォンアプリケーション７００をインストールし
たタブレット型コンピューター、携帯型コンピューター等を使用できる。
【００７９】
　スマートフォン６００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＡＭ（Random Acce
ss Memory）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＳＳＤ（Solid State Drive）等を備えたコ
ンピューターとして構成されている。
【００８０】
　スマートフォン６００は、図５に示すように、制御部６１０、入出力制御部６２０、各
種センサー６３０、携帯電話網通信部６４０、ＩＰ通信網通信部６５０、タッチパネル６
６０、表示パネル６７０、マイク・スピーカー６８０、記憶部６９０等を備える。これら
の構成は公知のスマートフォンの構成と同じである。
【００８１】
　本実施形態に係るスマートフォン６００では記憶部６９０に本実施形態に係る移動体通
信転送システムで使用するスマートフォンアプリケーション７００をインストールしてい
る。なお、記憶部６９０には、スマートフォンアプリケーション７００の他、制御プログ
ラム６９１、他アプリケーション６９２、制御データ６９３、ユーザーデータ６９４等を
格納している。
【００８２】
　スマートフォンアプリケーション７００は、ゲートウェイ端末管理部７１０、アプリケ
ーション識別ＩＤ設定部７２０、音声データ変換部７３０、ＩＰ電話発着信処理部７４０
を備え、制御部６１０で実行されることによりスマートフォン６００に各機能を実現させ
る。
【００８３】
　ゲートウェイ端末管理部７１０は、ユーザーが使用するゲートウェイ端末装置１００に
設定したゲートウェイ識別ＩＤをサーバー装置２００に設定する。また、ゲートウェイ端
末管理部７１０により、ゲートウェイ端末装置１００の各種設定、例えばゲートウェイ端
末装置１００がｅＳＩＭを備える場合にあっては、ｅＳＩＭの携帯電話番号を設定する。
更には、ゲートウェイ識別ＩＤに対応するコメント、名称等の設定を行う。これにより、
ゲートウェイ端末装置１００に複数枚配置されたＳＩＭカードの区別、例えば「ビジネス
用」「プライベート用」等の区別が容易になる。
【００８４】
　また、ゲートウェイ端末装置１００に複数の携帯電話番号が付されているとき、ユーザ
ーの指定によりどの携帯電話番号を使用して発信を行うかを指示する。この場合、ユーザ
ーは、表示パネルにおける携帯電話番号の表示をタッチパネルで選択することにより指定
を行う。
【００８５】
　アプリケーション識別ＩＤ設定部７２０は、ゲートウェイ端末装置１００に設定したゲ
ートウェイ識別ＩＤに対応するアプリケーション識別ＩＤを設定して管理する。本実施形
態に係る移動体通信転送システム１０では、ゲートウェイ端末装置１００に設定される１
つのゲートウェイ識別ＩＤに対応した１つのアプリケーション識別ＩＤが設定される。ゲ
ートウェイ端末装置１００に２つのＳＩＭカードを挿入した場合、ゲートウェイ端末装置
１００には２つのゲートウェイ識別ＩＤが設定され、スマートフォン６００にはこのゲー
トウェイ識別ＩＤに一体１に対応する２つのアプリケーション識別ＩＤが設定される。
【００８６】
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　上述したゲートウェイ端末管理部７１０は、ゲートウェイ端末装置１００の制御サーバ
ー部４００における識別ＩＤ格納部４３０にゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識
別ＩＤとを対応付けて格納させる。
【００８７】
　音声データ変換部７３０は、ＩＰ電話におけるＶｏＩＰデータとマイク・スピーカー６
８０における音声データを相互に変換する。これにより、サーバー装置２００、ゲートウ
ェイ端末装置１００を経由しての第三者の電話５０との通話が可能となる。
【００８８】
　ＩＰ電話発着信処理部７４０は、ＩＰ電話における発信、着信の処理を行う。この処理
は公知の通信手順による。
【００８９】
＜移動体通信転送システム１０の処理＞
　次に実施形態に係る移動体通信転送システム１０の処理について説明する。以下、準備
登録処理、ゲートウェイ端末装置からスマートフォンへの転送処理、スマートフォンから
の発信処理について説明する。各処理は、ユーザーが所望の個所にゲートウェイ端末装置
１００を設定し、ゲートウェイ端末装置１００がインターネット２０と接続されており、
ユーザーのスマートフォン６００には、スマートフォンアプリケーション７００がインス
トールされている状態で行われる。
【００９０】
＜準備登録処理＞
　図６（ａ）は同移動体通信転送システム１０における準備登録処置を示すフローチャー
トである。ユーザーは、ゲートウェイ端末装置１００のＳＩＭカードスロット１４０に所
定の携帯電話番号を備えるＳＩＭカードを必要な枚数だけ、例えば２枚挿入する（ステッ
プＳＡ１）。また、ゲートウェイ端末装置１００にｅＳＩＭを使用する場合は、ｅＳＩＭ
に携帯電話番号を設定する。次いで、スマートフォン６００のスマートフォンアプリケー
ション７００により、ゲートウェイ端末装置１００に設定するゲートウェイ識別ＩＤとス
マートフォン６００のアプリケーション識別ＩＤとを対応付けて登録する（ステップＳＡ
２）。
【００９１】
　そして、この対応付けたゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤの組みをス
マートフォンアプリ対応サーバー部５００に転送し（ステップＳＡ３）、スマートフォン
アプリ対応サーバー部５００のアプリケーション識別ＩＤ処理部５２０から制御サーバー
部４００に転送する（ステップＳＡ４）。制御サーバー部４００では、識別ＩＤ処理部４
２０がゲートウェイ識別ＩＤとアプリケーション識別ＩＤとを識別ＩＤ格納部４３０に関
連付けて登録する（ステップＳＡ５）。これにより、準備登録処理が終了する。
【００９２】
＜ゲートウェイ端末装置１００からスマートフォン６００への転送処理＞
　次に、ゲートウェイ端末装置１００に第三者の電話５０から着信があり、この着信をス
マートフォン６００に転送する処理について説明する。図６（ｂ）は同移動体通信転送シ
ステム１０におけるゲートウェイ端末装置１００への着信をスマートフォン６００に転送
する処理を示すフローチャートである。
【００９３】
　まず、第三者の電話５０からゲートウェイ端末装置１００に設定された携帯電話番号に
発信がなされる（ステップＳＢ１）。ゲートウェイ端末装置１００に着信があると（ステ
ップＳＢ２）、ゲートウェイ端末装置１００は、当該着信した携帯電話番号に対応するゲ
ートウェイ識別ＩＤと、発信者の電話番号をサーバー装置２００のゲートウェイ対応サー
バー部３００に転送する（ステップＳＢ３）。ゲートウェイ対応サーバー部３００はこれ
を制御サーバー部４００に転送する（ステップＳＢ４）。制御サーバー部４００は、ゲー
トウェイ識別ＩＤを受信する（ステップＳＢ５）と、ゲートウェイ識別ＩＤに対応するア
プリケーション識別ＩＤを識別ＩＤ処理部４２０から取得してゲートウェイ対応サーバー
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部３００に転送する（ステップＳＢ６）。
【００９４】
　ゲートウェイ対応サーバー部３００は、制御サーバー部４００からアプリケーション識
別ＩＤを受信すると（ステップＳＢ７）、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００に
着信ありを通知する（ステップＳＢ８）。次いで、スマートフォンアプリ対応サーバー部
５００は、スマートフォン６００のスマートフォンアプリケーション７００に着信ありを
通知する（ステップＳＢ９）。この通知は発信側の電話番号と共にスマートフォンアプリ
ケーション７００で受信される（ステップＳＢ１０）。スマートフォン６００では、アプ
リケーション識別ＩＤから受信した携帯電話番号が特定され、受信した発信側の電話番号
と共に表示する。ユーザーはこの表示により、着信を受けるかを判断する（ステップＳＢ
１１）。
【００９５】
　着信を受けない場合（ステップＳＢ１１のＮｏ）、その旨がスマートフォンアプリ対応
サーバー部５００に転送されて（ステップＳＢ１２）着信拒否処理がなされ、同様の着信
拒否処理がゲートウェイ対応サーバー部３００（ステップＳＢ１３）でなされる、ゲート
ウェイ端末装置１００では切断処理がなされ（ステップＳＢ１４）、電話５０（ステップ
ＳＢ１５）の接続が切断される。
【００９６】
　一方、スマートフォン６００が着信を受ける場合（ステップＳＢ１１のＹｅｓ）、スマ
ートフォン６００は通話可能な状態となり、着信受け処理がゲートウェイ対応サーバー部
３００でなされ（ステップＳＢ１６）、ゲートウェイ対応サーバー部３００で着信受け処
理がなされる（ステップＳＢ１７）。更に、ゲートウェイ端末装置１００で接続処理がな
され（ステップＳＢ１８）、第三者の電話５０が接続される（ステップＳＢ１９）。これ
により、通話が開始する（ステップＳＢ２０）。
【００９７】
　この状態から、ゲートウェイ端末装置１００では、音声データとＶｏＩＰデータとの変
換がなされ（ステップＳＢ２１）、同様に、スマートフォン６００ではスマートフォンア
プリケーション７００による音声データとＶｏＩＰデータとの変換がなされる（ステップ
ＳＢ２４）。これにより、ゲートウェイ対応サーバー部３００、スマートフォンアプリ対
応サーバー部５００、スマートフォン６００の間でＶｏＩＰデータがやりとりされ（ステ
ップＳＢ２３、ステップＳＢ２４）、電話５０とスマートフォン６００での通話が可能と
なる。
【００９８】
　そして、この処理が、電話５０又はスマートフォン６００の切断指示がなされるまで行
われ（ステップＳＢ２５、ステップＳＢ２７）、いずれかの切断指示があった場合は電話
５０及びスマートフォン６００は切断処理を行う（ステップＳＢ２６、ステップＳＢ２８
）。これにより、一連の処理は終了する。
【００９９】
＜スマートフォン６００から第三者の電話５０への発信処理＞
　次にスマートフォン６００から第三者の電話５０への発信処理について説明する。図７
は同移動体通信転送システム１０において、スマートフォン６００からの発信処理を示す
フローチャートである。
【０１００】
　まず、ユーザーは、スマートフォン６００においてスマートフォンアプリケーション７
００を使用して、発信先の電話番号を入力する（ステップＳＣ１）。このとき、ゲートウ
ェイ端末装置１００に複数の携帯電話番号を保持している場合は、使用する携帯電話番号
を指定する。携帯電話番号が指定されるとスマートフォンアプリケーション７００は、使
用する携帯電話番号に対応するアプリケーション識別ＩＤと、発信先の電話番号をスマー
トフォンアプリ対応サーバー部５００に転送する（ステップＳＣ２）。スマートフォンア
プリ対応サーバー部５００はこれを受け、制御サーバー部４００にアプリケーション識別
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ＩＤに対応するゲートウェイ識別ＩＤを要求する（ステップＳＣ３）。制御サーバー部４
００は、受信したアプリケーション識別ＩＤに対応するゲートウェイ識別ＩＤを抽出し（
ステップＳＣ４）、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００に送出する（ステップＳ
Ｃ５）。
【０１０１】
　スマートフォンアプリ対応サーバー部５００は、ゲートウェイ識別ＩＤを受信し（ステ
ップＳＣ６）、更に、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００は、ゲートウェイ対応
サーバー部３００に取得したゲートウェイ識別ＩＤを指定して転送を要求する（ステップ
ＳＣ７）。ゲートウェイ対応サーバー部３００は、指定されたゲートウェイ識別ＩＤのゲ
ートウェイ端末装置１００に接続して、指定したゲートウェイ識別ＩＤに基づく発信を指
示する（ステップＳＣ８）。ゲートウェイ端末装置１００は、この指示に基づいて指定さ
れたゲートウェイ識別ＩＤに対応する携帯電話番号のＳＩＭカードを使用して、指定され
た発信先の電話番号に発信処理を行う（ステップＳＣ９）。
【０１０２】
　発信先である第三者の電話５０は着信があると（ステップＳＣ１０）、使用者である第
三者が着信を受けるか否かの操作をする（ステップＳＣ１１）。着信を受けない場合（ス
テップＳＣ１１のＮｏ）、ゲートウェイ端末装置１００は着信拒否処理を行い（ステップ
ＳＣ１２）、ゲートウェイ対応サーバー部３００では切断処理がなされ（ステップＳＣ１
３）、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００及びスマートフォン６００で切断処理
がなされる（ステップＳＣ１４、ステップＳＣ１５）。
【０１０３】
　一方、電話５０で着信を受ける場合（ステップＳＣ１１のＹｅｓ）、ゲートウェイ端末
装置１００により通話が可能となる（ステップＳＣ１６）。一方スマートフォン６００で
も通話が可能となる。すると、ゲートウェイ対応サーバー部３００で音声データとＶｏＩ
Ｐデータとの変換がなされ（ステップＳＣ１７）、同様にスマートフォン６００で音声デ
ータとＶｏＩＰデータとの変換がなされる（ステップＳＣ２０）。そしてこのＶｏＩＰデ
ータは、ゲートウェイ端末装置１００、ゲートウェイ対応サーバー部３００、スマートフ
ォンアプリ対応サーバー部５００の間でＶｏＩＰデータが転送される（ステップＳＣ１８
、ステップＳＣ１９）。これにより、スマートフォン６００と電話５０との間で通話がで
きるようになる。
【０１０４】
　この処理が、電話５０又はスマートフォン６００の切断指示がなされるまで行われ（ス
テップＳＣ２１、ステップＳＣ２３）、いずれかの切断指示があった場合は電話５０及び
スマートフォン６００は切断処理を行う（ステップＳＣ２２、ステップＳＢ２４）。これ
により、一連の処理は終了する。
【０１０５】
　以上説明したように、本実施形態に係る移動体通信転送システム１０によれば、ゲート
ウェイ端末装置１００に設置したＳＩＭカードの携帯電話番号への第三者の電話５０から
の着信がスマートフォン６００に転送され、ＩＰ電話での通話が可能となる。このため、
ゲートウェイ端末装置１００に複数の携帯電話番号を設定しておけば、複数の携帯電話番
号への着信を１台のスマートフォン６００で受信できる。また、一方スマートフォン６０
０からは、ゲートウェイ端末装置１００に設定した複数の携帯電話番号から選択した携帯
電話番号で第三者の電話５０に発信できる。
【０１０６】
　このため、複数の携帯電話やスマートフォンを保持して使い分ける必要がなくなる。ま
た、本システムを使用するためには特別な端末装置を使用する必要がなく、ゲートウェイ
端末装置１００を設置して通常のスマートフォンにアプリケーションをインストールする
だけでよい。
【０１０７】
　このとき、第三者の電話５０とゲートウェイ端末装置１００との間は携帯電話回線網を
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使用した音声通信であり、ゲートウェイ端末装置１００とサーバー装置２００の間、サー
バー装置２００とスマートフォン６００との間の通信はＩＰ通信網を使用したＶｏＩＰデ
ータ通信（データ通信）である。このため、スマートフォン６００に音声通信用のＳＩＭ
カードは不要で、データ通信用のＳＩＭカードを配置すれば足りる。
【０１０８】
　本実施形態に係るゲートウェイ端末装置１００を国内に配置しておけば、ユーザーが海
外において自己のスマートフォン６００でデータ通信の料金だけでゲートウェイ端末装置
１００ヘの着信を受信したり、スマートフォン６００からゲートウェイ端末装置１００経
由で発信をしたりできる。このとき、スマートフォン６００にデータ通信専用のＳＩＭカ
ードを設置するようにすれば、安価な使用料金での使用ができる。
【０１０９】
　更に、ゲートウェイ端末装置１００には音声通信用ＳＩＭカード、スマートフォン６０
０にはデータ通信用のＳＩＭカードを使用し、これらＳＩＭカードをいわゆる格安ＳＩＭ
を使用することで回線の使用料金を全体として低減できる。
【０１１０】
　なお、上記実施形態では、サーバー装置２００を構成するゲートウェイ対応サーバー部
３００、制御サーバー部４００、スマートフォンアプリ対応サーバー部５００を一体のも
のとして説明したが、これらは統合したり分散したりしてインターネット上に配置できる
。また、ゲートウェイ端末装置１００とサーバー装置２００とを一体とすると、１台の装
置を配置するだけで、上述した各効果を得ることができる。
【０１１１】
　また、上記実施形態では、第三者の電話５０とスマートフォン６００との通信は音声通
信として説明したが、電子メール、ＳＭＳ（short message service）等のデータによる
通信を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１２】
　本発明に係る移動体通信転送システム、サーバー装置、及びゲートウェイ端末装置は、
簡単なシステムで複数の携帯電話番号への着信、及び複数の携帯電話番号からの発信を１
台の携帯端末装置で行うことができ、産業上利用可能性がある。
【符号の説明】
【０１１３】
１０：移動体通信転送システム
２０：インターネット
３０：携帯電話通信網
４０：基地局
５０：第三者の電話
６０：無線ＬＡＮルーター
７０：固定電話回線網
１００：ゲートウェイ端末装置
１１０：制御部
１２０：携帯電話網通信部
１３０：ＩＰ通信網通信部
１４０：ＳＩＭカードスロット
１４１：ＳＩＭカード
１４２：ＳＩＭカード
１５０：音声データ変換部
１６０：転送処理部
１７０：ゲートウェイ識別ＩＤ登録処理部
２００：サーバー装置
３００：ゲートウェイ対応サーバー部
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３１０：通信処理部
３２０：ゲートウェイ識別ＩＤ処理部
４００：制御サーバー部
４１０：転送処理部
４２０：識別ＩＤ処理部
４３０：識別ＩＤ格納部
５００：スマートフォンアプリ対応サーバー部
５１０：通信処理部
５２０：アプリケーション識別ＩＤ処理部
６００：スマートフォン
６１０：制御部
６２０：入出力制御部
６３０：各種センサー
６４０：携帯電話網通信部
６５０：ＩＰ通信網通信部
６６０：タッチパネル
６７０：表示パネル
６８０：スピーカー
６９０：記憶部
６９１：制御プログラム
６９２：他アプリケーション
６９３：制御データ
６９４：ユーザーデータ
７００：スマートフォンアプリケーション
７１０：ゲートウェイ端末管理部
７２０：アプリケーション識別ＩＤ設定部
７３０：音声データ変換部
７４０：ＩＰ電話発着信処理部
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